
市長選立候補予定者への質問書 
 
         様                     ２０１７年４月２１日 

 

特定非営利活動法人都市づくりＮＰОさいたま、 

   まちづくり市民ネットワーク・さいたま、さいたま・まちラン市民会議、 

さいたま市民自治フォーラム、  有志一同 

 

 私たちは、さいたま市の自治に関心を持ち、地域で活動する市民活動団体のメンバーです。

広く市民、企業、行政等との連携・協働のもとに、地域の自治とまちづくりに主体的、継続的

に関わっていくことを目指しています。 

 そのため、新たに選ばれる市長の率いる行政と、いかに協働してさいたま市のまちづくりに

取り組んでいけるかについて、深い関心を抱いています。そこで、市民と行政の協働によるま

ちづくりを中心にして、あなたのお考えを聞かせてください。 

 以下の 5分野 10項目の質問について、貴殿のお考えを 200字程度でお書きいただき、おお

むね５月４日までに、文書あるいはメールにてご返事いただくようお願いいたします。ご返事

の内容については、参加者内で共有するとともに、都市づくりＮＰＯさいたまのホームページ

（http://www.tsukutama.info）で公表を予定しております。 

 

※私たちが作成あるいは作成に関わった以下の資料を、参考のため添付します。 

①さいたま市自治基本条例検討委員会からのおたより №5（平成 24年 2月） 

②『市民が考える さいたま市まちづくりビジョン』（2016年 3月） 

③都市づくり NPOさいたま情報紙 第 5号：さいたまから考える生物多様性まちづくり 

④特定非営利活動法人都市づくり NPOさいたま リーフレット 

 

 

１）市民と行政の協働の推進への取組みについて 

さいたま市の総合振興計画の基本理念には「市民と行政の協働」が謳われており、「さいたま

市市民活動および協働の推進条例」も制定されています。しかしながら、市民同士の協働は活

発化しているものの、市民と行政の協働はきわめて不満足な状態にあると言わざるを得ません。 

行政職員は、市民が感じている新たなさまざまな課題の解決に向けて、市民と一緒に行動す

ることに極めて消極的であると感じられ、この改善のためには、市長の強いリーダーシップが

必要と考えます。 

 

Ｑ１a 市民と行政の協働について、ここ数年はむしろ後退していると感じています。この現状、

その要因をどのように認識されていますか。（200字程度で） 

 

Ｑ１b 市民と行政の協働の推進に向けて、あなたは市役所の職員にどのような働き方を求めま

すか。また、それをどのように評価していこうと考えておられますか。（200字程度で） 

 



２）自治基本条例の制定について 

 さいたま市における自治基本条例の制定については、平成 22年 4月から 24年 2月までにわ

たって「さいたま市自治基本条例検討委員会」による精力的な検討が行われ、報告書が提出さ

れています。しかしその後、行政、議会においても何らの検討もされずに放置されています。 

私たちは、市民と行政、議会がさいたま市の自治の基本理念を共有するとともに、様々な場

面でまちづくりに取り組む際の指針として、何らかの条例や憲章などが必要であり、これを市

長のリーダーシップのもとに、実現してほしいと考えています。 →参考資料① 参照 

 

Ｑ２a あなたは、さいたま市において「自治基本条例」の制定が必要と考えておられますか。 

（200字程度で） 

 

Ｑ２b あなたは、さいたま市のおける「自治基本条例」として、どのような条例がふさわしい

と考えておられますか。（200字程度で） 

 

 

３）地域における市民主体のまちづくりの推進について 

さいたま市の総合振興計画では、都市づくりの基本理念として、「だれもが住んで良かった、

住み続けたいと思える都市」を目指すとしています。政令指定都市に移行後、住宅系の開発が

活発化し、さいたま市の人口は順調に増加しています。しかし、緩い都市計画規制のもとに無

秩序な高層高密化が進行している事実も無視できません。住居系用途地域については、「高度地

区」が指定されましたが、私たちはそれに加えて、地域における住民と企業、行政の協議にも

とづく良好な開発の誘導が必要と考えています。国の制度改正を待つことなく、政令指定都市

として、独自の都市計画行政に取り組んで他の市町村のリードしていくことが望まれます。 

→参考資料② 参照 

 

Ｑ３a 地域における良好な都市整備を誘導するため、住民と企業、行政の協議の方法等を含め

た、「地域まちづくり条例」の制定を提案します。 

これに対するあなたのご意見をお聞かせください。（200字程度で） 

 

 

４）さいたま市における自然環境の保全・整備について 

さいたま市には、大きな人口集積、高度の都市機能を有するとともに、身近で豊かな農地・

緑地が残っています。このことは、さいたま市の重要なアイデンティティであり、これらを保

全・整備していくことは、きわめて重要な政策課題であると考えます。 

また、今後の自然環境の保全・整備にあたっては、生物多様性、景観形成、防災、レクリエ

ーション等の多様な価値の追求が求められます。 →参考資料③ 参照 

 

Ｑ４a 見沼田んぼ等の縁辺部にある斜面林は、多様な価値を備えた重要な自然環境ですが、有

効な保全策のないままに消滅の危機に瀕しています。この保全に対して、積極的に取り

組む意向をお持ちですか。（200字程度で） 



 

Ｑ４b 多様な価値を備えた身近な公園・緑地の維持管理には、行政のみでなく市民の参画が必

要と考えます。行政と市民の協働の一環として、公園・緑地の市民管理の推進に、積極

的に取り組む意向をお持ちですか。（200字程度で） 

 

Ｑ４c さいたま市の環境基本計画（2010 年改訂）では、「生物多様性保全地域戦略」が位置づ

けられていますが、その具体的な展開はなされていません。あなたは、これに積極的に

取り組む意向をお持ちですか。（200字程度で） 

 

 

５）市政における区役所の役割について 

さいたま市には、10の行政区が設置されています。東京の 23区とは位置づけが異なります

が、「さいたま市区における総合行政の推進に関する規則」における区役所の役割にも、「3．

市民参加による地域の個性を生かしたまちづくりの拠点」と位置付けられています。 

しかし、政令指定都市化から 14 年経った現在、区でできることは極めて限られており、特

にまちづくりの面でもっと役割を充実させていくことが必要と考えます。 

→参考資料② 参照 

 

Ｑ５a「区民参加によるまちづくりの拠点」として、現在の区役所の機能には何が不足している

のでしょうか。あなたのお考えをお書きください。（200字程度で） 

 

Ｑ５b 総合振興計画あるいは都市計画マスタープランの区別計画を、区役所と区民が主体にな

って策定することを提案します。これに取り組む意向をお持ちですか。（200字程度で） 

 

 

 

 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡・送付先：  〒３３６－０９１７ 

さいたま市緑区芝原２―１６―２１ 地域生活デザイン内 

特定非営利活動法人都市づくり NPOさいたま 事務局 

電話＆ファックス ０４８－８７６－１７８２ 

E メール jimu@tsukutama.info 

 


